
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
話
言
語
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 

手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
手
話
の
普
及
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
、

県
民
等
及
び
事
業
者
の
責
務
及
び
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
手
話
の
普
及
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
共
生

す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
条
例 

二 

内
容 

 

㈠ 

基
本
理
念 

手
話
の
普
及
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
う
。 

ア 

手
話
が
、
独
自
の
体
系
を
持
つ
言
語
で
あ
っ
て
、
豊
か
な
人
間
性
を
涵か

ん

養
し
、
知
的
か

つ
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
の
言
語
活
動
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
こ
と
を
理
解 

イ 

ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が
手
話
に
よ
り
意
思
疎
通
を
行
う
権
利
を
尊
重 

㈡ 

県
、
県
民
等
及
び
事
業
者
の
責
務
及
び
役
割 

 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 

（ ｱ） 

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
手
話
の
普
及
等
を
推
進 

 
 

 

（ ｲ） 

基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
。 

 

イ 

市
町
村
等
と
の
連
携
協
力 

 

ウ 

県
民
等
の
役
割 

（ ｱ） 

県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
（
地
域
で
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の

活
動
に
取
り
組
む
団
体
） 

 
 

基
本
理
念
を
理
解
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
地
域
社

会
を
実
現 

（ ｲ） 

ろ
う
者 

 
 

基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及 

（ ｳ） 

手
話
通
訳
者
等 

手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
、
基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促
進
及
び

 

手
話
の
普
及 

 

エ 

事
業
者
の
役
割 

 
 

 
 

基
本
理
念
を
理
解
し
、
ろ
う
者
が
利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ろ
う
者
が
働

き
や
す
い
環
境
を
整
備 

㈢ 

施
策
の
推
進
に
必
要
な
基
本
的
事
項 

 

ア 

計
画
の
策
定
及
び
推
進 



 
 

 

（ ｱ） 

県
障
害
者
計
画
に
お
い
て
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
を

定
め
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進 

 
 

 

（ ｲ） 

施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ろ
う
者
及
び
手
話
通
訳
者
等
関
係
者
の
意
見
を

聴
く
た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
。 

 

イ 

手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
等 

（ ｱ） 

手
話
サ
ー
ク
ル
等
県
民
が
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保 

（ ｲ） 

手
話
学
習
会
の
開
催
等
の
支
援 

 
 

 

（ ｳ） 

県
職
員
の
手
話
学
習
会
の
開
催
等
の
推
進 

 

ウ 

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス 

（ ｱ） 

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
配
慮
し
つ
つ
、
手
話
を
用
い
た
情
報
発
信
を
推
進 

（ ｲ） 

災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
、
ろ
う
者
が
手
話
等
に
よ
り
情
報
取
得
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。 

 

エ 

手
話
通
訳
者
等
の
確
保
、
養
成
等 

 

オ 

学
校
に
お
け
る
手
話
の
普
及
等 

（ ｱ） 

ろ
う
児
等
が
通
学
す
る
学
校
の
設
置
者 

 
 

教
職
員
の
手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
、
手
話
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
提
供
、
教

育
相
談
及
び
支
援
、
手
話
の
技
能
を
有
す
る
教
員
（
ろ
う
者
を
含
む
。
）
の
確
保
等 

 
 

 

（ ｲ） 

県 

 
 

 
 

 

学
校
に
お
け
る
、
ろ
う
児
等
と
ろ
う
児
等
以
外
の
児
童
及
び
生
徒
と
の
交
流
の
機
会

の
充
実
、
手
話
に
関
す
る
啓
発
等
の
措
置 

 

カ 

事
業
者
へ
の
支
援 

 
 

キ 

手
話
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
振
興 

 
 

ク 

手
話
に
関
す
る
調
査
研
究 

 
 

ケ 

財
政
上
の
措
置 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 


